
沼田町競争契約入札心得 

 

平成２８年９月２１日 

 

（趣旨）  

第１条  沼田町が発注する建設工事（以下「工事」という。）並びに沼田町が

発注する建設工事に関する工事の設計、調査及び測量等の委託業務（以下「委

託業務」という。）の契約に係る競争入札を行う場合の取扱いについては、

地方自治法、沼田町財務規則、沼田町建設工事執行規則、その他法令に定め

るもののほか、この入札心得（以下「心得」という。）の定めるところによ

る。 

  

（入札等）  

第２条  競争入札に参加しようとする者（以下「入札参加者」という。）は、

この心得、設計図書、仕様書及び指名通知書を熟覧の上、入札しなければな

らない。ただし、設計図書等に疑義があるときは、入札日の前日までに関係

職員に説明を求めることができる。  

２ 入札書は、所要の事項を明記し、記名押印し、封かんした上、入札者の氏名

及び「入札書」と表記して入札箱に投函しなければならない。  

３ 入札者（工事に係る入札に限る。）は、入札書を投函する前に入札を執行す

る者に入札書に記載する金額の積算根拠を示す書面（以下「工事費内訳書」

という。）を提出しなければならない。提出された工事費内訳書は返却しな

いものとする。  

４ 入札参加者は、一旦提出した入札書を書替え、引替え、又は撤回することが

できない。  

５ 指定した場所及び時刻までに投函しなかった場合は、棄権したものとする。  

６ 入札の執行を故意に妨害した入札参加者には、退場を命ずることができる。  

７ 入札参加者は、代理人の記名押印により入札するときは、その委任状を持参

させなければならない。 

  

（入札の辞退）  

第３条  入札参加者は入札執行の完了に至るまでは、何時でも入札を辞退する

ことができる。  

２ 入札参加者が入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところに

より申し出るものとする。  

 



(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は

郵送（入札日の前日までに到達するものに限る。）して行う。  

(2) 入札執行中にあっては、入札を執行する者に、入札辞退届又はその旨を

明記した入札書の提出、あるいは口頭にて直接伝える。  

３ 入札を辞退した者は、これを理由として以降の指名等について不利益な取扱

いを受けることはない。  

４ 指名競争入札を行う場合であって、入札参加者の辞退により、入札執行前に

おいて入札参加者が１人となったときは、入札の執行を中止するものとする。  

 

（公正な入札の確保）  

第４条  入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下

「独禁法」という。）等に抵触する行為を行ってはならない。  

２ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と

入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定め

なければならない。  

３ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図

的に開示してはならない。  

 

（入札の中止等）  

第５条  入札参加者が独禁法等に抵触する行為その他不正若しくは不穏の行動

をなし、又は関係職員が入札の適正な執行を妨げるおそれがあると認めると

きは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若し

くは中止することがある。  

 

（入札の失格）  

第６条  次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。  

(1) 入札に参加する資格を有しない者のした入札  

(2) 記名押印のない入札及び入札金額を訂正し、その箇所に押印のない入札  

(3) 同一人の同一事項に対する２通以上の入札  

(4) 入札参加者が他の入札参加者の代理人を兼ねてした入札又は２人以上の

入札参加者の代理を兼ねてした入札  

(5) 必要な記載事項が確認できない入札  

(6) 明らかに独禁法等に抵触すると認められる入札又は入札に際し不正の行

為があったと認められる入札  

(7) 委任状を持参しない代理人のした入札  

(8) 予定価格を超える入札  



(9) 工事内訳書（工事に係る入札に限る。）を提出しない者のした入札  

(10) 前各号に掲げるもののほか、心得に定められた入札に関する事項に違反

した入札  

 

（開札）  

第７条  開札は、入札場所において、入札後直ちに、入札参加者立会いの上、

行うものとする。  

 

（落札者の決定）  

第８条  入札を行った者のうち、予定価格の制限内で最低の価格をもって入札

した者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、

その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認

められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱す

こととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者

を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者の

うち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。  

２ 前項に規定する当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある

かどうかについての調査を要する価格で入札を行った者は、別に定めるところ

により行う当該調査に協力しなければならない。  

３ 落札者となるべき同価格の入札した者が２人以上ある場合においては、直ち

に当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。  

 

附 則 

１．この告示は、平成２８年 ９月２１日から施行する。 

 

 


